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登別市は、支笏洞爺国立公園をはじめとする豊かな自然環境と多種多様な温泉

に恵まれ、日本有数の観光都市として、国内はもとより、アジアをはじめとした

世界各地から観光客を集め、国際色豊かな観光地として発展してきました。

また、ものづくり企業が立地する室蘭市と隣接し、室蘭工業圏の一翼を担うま

ちとしても発展してきたところです。

本市がこれまで培ってきた産業をさらに発展させることは、市民の経済基盤を

確かにし、その生活を豊かにするため重要であることはもちろん、若年層の定着

を促し、持続可能なまちを築く上でも重要です。

このため、市内企業の経営力強化に向けた支援に取り組むことはもちろん、新

技術や新製品の開発、起業・創業の促進を図り、持続可能な産業基盤づくりを推

進するほか、旅行形態や観光ニーズが大きく変化する中、本市が日本の観光をリ

ードし続けられるよう、魅力ある観光地づくりを進めます。

また、人口減少を背景に、あらゆる産業で労働力不足の問題が顕在化する中、

本市に立地する教育機関とも連携し、産業を支える人材の育成・確保に取り組む

ほか、外国人を含む、多様な人材の受け入れを推進します。

これらの取組を通じて、活力に満ちた魅力あふれる産業をつくります。

第１節 活力に満ちた魅力あふれる産業をつくる

基本的な考え方

節内の体系図
施策 基本的な方向 主要な施策

持続可能な産業基

盤づくりの推進

１ 活力ある市内
企業の育成

① 経営基盤の強化と経営支援機
能の充実

② 製品等の魅力の向上とブラン
ド力・技術力の強化

③ 事業機会の拡大と域内循環の
推進

④ にぎわい溢れる商業の振興

Ⅰ

雇用の安定と快適

な就業環境づくり

Ⅱ

２ 市内産業を担
う新たな企業
の創出

① 起業・創業の促進
② 企業誘致の推進
③ 新分野進出と新産業創出の支
援

１ 安心して働け
る環境づくり

① 雇用情報の提供と就業の促進
② 労働環境の向上と福祉の充実

２ 産業を担う人
材の育成・確
保

① 人材育成の支援
② 労働力確保に向けた支援
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２ 感動と癒しの
ある観光地づ
くり

① 観光資源の充実と利用促進
② 滞在型観光の推進

魅力ある観光地づ

くり

１ 国内外の観光
客に優しい観
光地づくり

① 温かいおもてなしの心の醸成
② 安全安心な観光施設の整備
③ 観光客受入体制の整備Ⅲ

３ 多様な誘客事
業の推進

① 多様な観光誘客

施策 基本的な方向 主要な施策
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※【指標４、５】基準値については、総合計画第３期基本計画期間の累計値であり、目標値に

ついては、総合計画第４期基本計画期間の累計値となります。

高度情報化、少子高齢化、人口減少等の社会現象による産業構造・社会構造の

著しい変化に対応するため、市内企業に対する経営支援機能の充実を図り、組織

強化、体質改善、デジタル技術の活用等の取組を支援します。

併せて、地場産品の高付加価値化によるブランド力の強化を図るとともに、市

内企業の技術力の強化や研究開発等を支援することにより、新技術・新製品の開

発を促進します。

また、魅力あふれる商店街づくりを推進するため、意欲のある商業者の取組を

支援するとともに、産業間の連携を促進することにより、市内消費の拡大と域内

循環を推進します。

指標１
商業販売額（卸・小売販売

額）

基準値

Ｒ３

６４,３４７

百万円

目標値

Ｒ１７

６４,３４７

百万円

指標２ 製造品出荷額等
基準値

Ｒ５

２２,３４１

百万円

目標値

Ｒ１７

２２,３４１

百万円

指標３

法人市民税納付対象企業に

占める法人税割納付対象企

業の割合

基準値

Ｒ５
７５.０％

目標値

Ｒ１７
７５.０％

指標４ 起業件数（計画期間累計）
基準値

Ｒ７
２４９件

目標値

Ｒ１７
２６０件

指標５
新製品・特産品開発件数（計

画期間累計）

基準値

Ｒ７
２５件

目標値

Ｒ１７
２５件

目標
市内企業の経営基盤の安定化と経営力の強化を支援するとともに、活

力ある市内企業の育成を支援します。また、新技術・新製品の開発や起

業・創業の促進を図り、持続可能な産業基盤づくりを推進します。

目標への接近度を測る指標

持続可能な産業基盤づくりの推進施策Ⅰ
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○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① 経営基盤の強化と経営支援機能の充実

■ 地域経済の健全な発展及び中小企業の基盤の強化を促進し、市民生活の向

上と地域経済の持続的な発展を図るために策定した登別市中小企業地域経

済振興ビジョンをもとに、市、市民、中小企業者等の協働により地域経済の

活性化を図る取組を推進します。

■ 中小企業者等に対する経営支援機能の充実を図るとともに、変化が著しい

社会情勢や人材不足等に適応するための経営基盤の安定化と経営力の強化

に向けた取組を支援します。

■ 将来（１０年先）を見据えた事業の持続的な発展のため、新たな取組を行お

うとする経営者や後継者の育成を支援します。

■ 中小企業者等の支援につながる情報や市内の経済・産業に関する情報を収

集、発信するとともに、中小企業者等が行う優れた技術や製品の生産、開発

等の取組について情報発信に努めます。

■ デジタル技術の活用により、効率的かつ持続可能な経営を目指す取組を支

援します。

② 製品等の魅力の向上とブランド力・技術力の強化

■ 優れた加工食品の認定制度により食のブランド力の強化や高付加価値化を

推進するほか、ご当地グルメの普及、開発等、食の魅力の向上に取り組みま

す。

■ 産学官の連携のもと、市内企業の技術力の強化や研究開発等を支援し、新技

術・新製品の開発を促進します。

１．活力ある市内企業の育成

中小企業者等の支援につながる情報や市内の産業・経済に関するデータの収

集・発信に努めるとともに、登別商工会議所と連携し、経営基盤の安定化と経

営力の強化に向けた支援の充実を図ります。

併せて、中小企業者等が取り組む新技術・新製品の開発や農水産業、商工

業、観光業等の産業間及び産学官の連携を促進します。

また、市内で開発・製造された製品等の高付加価値化を促進し、積極的に情

報発信することにより、ブランド力の強化と事業機会の拡大を図ります。

さらに、各地区の特性に合わせたにぎわいの創出や環境整備等、事業者や商

店会等の主体的な取組を支援します。

施策の基本的な方向
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③ 事業機会の拡大と域内循環の推進

■ 市内企業が持つ優れた製品や技術等の情報発信に努めるとともに、産業フ

ェアや商談会等への参加を支援し、国内外における事業機会の拡大を図り

ます。

■ 札幌圏の経済関係者との情報交換を通して市内企業の新しい事業展開につ

なげていきます。

■ 生産、加工、販売（消費）等、食による関連産業の連携を強化することによ

り、市内における企業間取引の拡大を図ります。

■ 市内企業や経済団体等との連携を図りながら、市民の市内消費を促す取組

を推進します。

④ にぎわい溢れる商業の振興

■ 魅力的な店舗づくりやデジタルを活用した商業活動等、商業者の主体的な

取組を支援します。

■ 多くの人が訪れる魅力溢れる商店街づくりを推進するため、地域や商店会

等が取り組むにぎわいの創出や店舗等の魅力を高めるための環境整備を支

援します。

■ 身近な地域で買い物ができるよう、ＧＩＳ（地理情報システム）の活用等に

より、事業者による多様な買い物ニーズに対応したサービスの提供を支援

します。

■ 商店街が地域コミュニティにおける商業機能の担い手となるための取組を

支援します。

■ 外国人観光客が商店街や飲食店等を利用しやすくなるよう利便性の向上を

図ります。

■ 各地区の特性や課題を踏まえ、環境整備や新店舗の開設、事業者進出等に向

けて情報収集等に取り組むほか、そのニーズを捉えた支援メニューを用意

する等、地域による活性化に向けた取組を支援します。

○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① 起業・創業の促進

２．市内産業を担う新たな企業の創出

起業・創業や新たな企業の誘致等は、地域経済の活性化や多角的な産業基盤

の形成の一助になることから、企業誘致を推進するほか、起業・創業に向けて

取り組む人材の育成・支援を行うとともに、新分野の進出、新産業の創出に向

けた取組を支援します。
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誰もが安心して働ける環境づくりを推進するため、ハローワーク等と連携し、

きめ細かな雇用情報の提供を行うとともに、就業条件や労働環境の整備に関する

啓発活動を推進します。

また、多様な人材の就業支援を行うことで、地域産業を担う人材の確保・定着

を推進します。

■ 起業・創業に向けて取り組む人材の育成・支援や起業後のフォローアップを

実施することにより、市内における起業・創業を促進します。

■ 各地域の特色や課題を把握し、各地区のニーズを踏まえた支援を行う等、地

域の特性に合う起業・創業を促進します。

② 企業誘致の推進

■ 地域資源や物流インフラ等の立地情報等を発信するとともに、本市への進

出の意向を示す企業を総合的に支援し、広範な企業誘致を推進します。

■ 旧婦人センターや旧幌別東小学校等の廃止した公共施設のほか、日本工学

院北海道専門学校に開設したサテライトオフィスの活用を促進し、企業の

進出を推進します。

③ 新分野進出と新産業創出の支援

■ 地域資源を活用した地場産品の創出や新技術の事業化、新たなサービスの

提供等の新分野に進出する取組を支援します。

■ エネルギー、環境、健康、食、観光、ＩＴ等、更なる成長が期待される分野

における産業の創出に向けた取組を支援します。

指標１
ジョブガイドのぼりべつ就

職件数割合

基準値

Ｒ６
５０.０％

目標値

Ｒ１７
５５.０％

指標２ 事業所従業者数
基準値

Ｒ３
１３,０８３人

目標値

Ｒ１７
１３,０８３人

指標３
新規高等学校卒業者管内就

職率

基準値

Ｒ６
９９.０％

目標値

Ｒ１７
１００.０％

目標
就業の場の確保や誰もが安心して働ける環境づくりを推進します。

目標への接近度を測る指標

雇用の安定と快適な就業環境づくり施策Ⅱ
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○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① 雇用情報の提供と就業の促進

■ ハローワーク等と連携し、求職者等に対し、雇用情報の提供や就労に向けた

相談等を行うための環境を整備します。

■ 中高生等を対象とした職業観の形成や職場体験等を推進するとともに、若

年者等が自主的・積極的に就職活動できるよう支援します。

■ 雇用支援が求められる労働者等の生活の安定を図るため、就業機会の確保

等に向けた取組を推進します。

② 労働環境の向上と福祉の充実

■ 労働相談等の取組を支援し、職場環境の改善や勤労者の生活向上に努めま

す。

■ 労働状況の実態把握に努めるとともに、就業条件や労働環境整備のための

啓発活動を推進します。

■ 仕事と生活の調和への理解を深める等、誰もが働きやすい環境づくりを推

進します。

○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① 人材育成の支援

■ 地域が必要とする高い技術や専門知識を有した人材を輩出する日本工学院

北海道専門学校の活動を支援し、地域の産業を担う人材の育成に努めます。

１．安心して働ける環境づくり

ハローワーク等と連携し、雇用情報の提供や就職に向けた相談等を行うこと

により、求職者等の就業を支援するとともに、労働問題を抱える市民の相談に

応じ、適切な助言、指導等を行う取組を支援します。

また、労働実態の把握に努めるとともに、就業条件の改善や労働環境整備の

ための啓発活動を行い、市内企業における安定的な人材の確保及び定着に努

め、誰もが働きやすい環境づくりを推進します。

施策の基本的な方向

２．産業を担う人材の育成・確保

日本工学院北海道専門学校の人材育成を図る活動を支援するとともに、登別

商工会議所や関係機関等と連携し、多様な人材の受け入れを推進することで、

登別市の産業を担う人材の育成・確保に努めます。
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既存観光資源の磨き上げや新たな観光資源の掘り起こしを行うとともに近隣市

町の優れた観光資源も活用して、滞在型観光を推進し、国内外からの観光誘客を

図ります。

また、観光施設の適切な維持管理や、温泉街・登別駅周辺のまちづくり等、観

光客の受入環境を整備することにより、魅力ある観光地づくりを推進し、市内消

費の拡大と域内循環の推進を図ります。

このため、本計画期間内では、本市の観光振興を持続的かつ戦略的に推進する

ための観光振興ビジョンの策定に取り組みます。

■ 国や北海道、関係機関と連携し、持続可能な地域の発展を支えるための人材

育成を推進します。

② 労働力確保に向けた支援

■ 登別商工会議所や関係団体等と連携し、外国人労働者をはじめ、多様な人材

の受け入れに向けた取組を支援します。

指標１ 観光入込客数（年間）
基準値

Ｒ６
３,３４２千人

目標値

Ｒ１７
４,０００千人

指標２ 宿泊客延数（年間）
基準値

Ｒ６
１,０８６千人

目標値

Ｒ１７
１,３００千人

指標３ 一人あたりの平均宿泊数
基準値

Ｒ６
１.００泊

目標値

Ｒ１７
１.２０泊

指標４ 観光消費額
基準値

Ｒ６
４９３億円

目標値

Ｒ１７
５９０億円

目標
地域資源の保全や地域住民との共生、地域経済への貢献等、地域社会と

共に発展する持続可能な観光地づくりを目指します。

目標への接近度を測る指標

魅力ある観光地づくり施策Ⅲ
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○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① 温かいおもてなしの心の醸成

■ 観光に携わる団体や事業者が、観光客におもてなしの心を提供できるよう、

活動を支援します。

■ 市民が地域の魅力を知り、再認識できる取組を進め、シビックプライド（地

域に対し誇りや愛着をもち、地域社会に貢献する意識）や観光客をもてな

す心の醸成を図ります。

② 安全安心な観光施設の整備

■ 観光客がより快適に利用できるよう、遊歩道や観光案内板等、観光施設の整

備と維持管理を図ります。

■ 安全安心にまち歩きが楽しめるまちづくりに取り組むとともに、観光と環

境の調和が図れた環境負荷の少ない観光地づくりに取り組みます。

③ 観光客受入体制の整備

■ 公共交通の充実や駐車場の確保等により、観光客の移動の利便性の向上を

図ります。

■ 観光客に適切なサービスを提供するため、日本工学院北海道専門学校や観

光関連企業・団体による観光人材の確保・育成を図る取組を支援します。

■ 本市の観光振興を持続的かつ戦略的に推進するため、観光関連団体等と連

携し、ＤＭＯやＤＭＣ（※）等の新たな観光推進体制の構築に向けた検討を

進めます。

※ＤＭＯとは、多様な関係者と協同して観光地域づくりを行う法人であり、観光客誘致の

ためのマーケティングや戦略立案等を行います。ＤＭＣとは、ＤＭＯにおける戦略等に

基づき、地域の観光資源を活用した具体的な商品造成やサービス等を提供する団体等を

指します。

１．国内外の観光客に優しい観光地づくり

観光客が、登別の自然の魅力を感じ、観光施設を安全安心に利用できるよ

う、地獄谷、大湯沼周辺等の遊歩道、親水施設等を整備するとともに、案内看

板の充実や多言語化を図ります。

また、観光に携わる方や市民のおもてなしの心の醸成を推進するとともに、

公共交通機関の利便性の向上を図る等、国内外問わずすべての観光客に優しい

観光地づくりを目指します。

施策の基本的な方向
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○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① 観光資源の充実と利用促進

■ 温泉関連事業者と連携し、登別市の大切な財産である温泉資源の保護と活

用を図ります。

■ 既存の観光資源の磨き上げと高付加価値化を図り、情報発信することで、更

なる観光誘客を促進します。

■ 多様化する観光ニーズに対応するため、食、ショッピング、自然等、市内の

様々な地域資源を活用し、新たな観光コンテンツの創出に取り組みます。

■ 体験型観光コンテンツや温泉資源を活用し、教育旅行への誘致や市民等の

利用を促進します。

② 滞在型観光の推進

■ 多様化する宿泊スタイルに対応するため、飲食店等の充実を図ります。

■ 空き店舗の解消に努め、まち歩きを促進する等、商店街の魅力の向上を図

り、賑わいある温泉街形成に取り組みます。

■ 豊かな温泉に加え、登別の自然を活かしたアドベンチャーツーリズム等の

市内の様々な資源を組み合わせた観光プログラムを創出することで、観光

客の滞在時間の延長や宿泊日数の増加を図ります。

■ 洞爺湖有珠山ジオパークや地球岬、民族共生象徴空間ウポポイ等、近隣市町

の観光資源を活用することにより、登別市を宿泊拠点とした周遊型観光を

推進します。

２．感動と癒しのある観光地づくり

多様化する観光ニーズに対応するため、市内の様々な地域資源を活用して、

観光資源の充実を図るとともに、それらの観光資源を組み合わせたアドベンチ

ャーツーリズム等の新たな観光プログラムを創出する等、滞在時間の延長に資

する観光地づくりを進めます。

また、賑わいある観光地づくりを推進するとともに、近隣市町の観光資源を

活用することにより、登別市を拠点とした滞在型観光を推進します。

３．多様な誘客事業の推進

デジタル技術を活用し、多言語に対応した観光情報の発信を強化します。

また、様々な電子媒体を通じて、各地域で開催される観光イベント等への参

加や観光プロモーションの企画・実施、旅行会社等の招請等に取り組むこと

で、国内観光客はもとよりインバウンドに向けたプロモーション活動を強化

し、新たな観光客層の獲得を目指します。
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○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① 多様な観光誘客

■ 多様化する観光ニーズに対応した情報を多言語により発信する等、ＳＮＳ

等を活用した観光情報発信を強化します。

■ 温泉やテーマパークに加え、食、自然体験、アイヌ文化、歴史、健康等、地

域の様々な魅力を発信することで、日帰り客を含めた観光客の増加を図り

ます。

■ 登別観光案内所や観光交流センターでの観光案内・観光情報の充実化を図

り、更なる地域の魅力発信に取り組みます。

■ 広域観光資源を含めた国内外への情報発信を推進するため、観光関連団体

等と連携した観光プロモーションや旅行会社等の招請事業等を推進しま

す。

■ 温泉資源や豊かな自然環境等、本市の魅力を最大限活用したＭＩＣＥ（※）

誘致を推進します。

■ データ等に基づいた効果的な誘客等の観光施策を推進するため、様々な観

光関連データの集積やその活用に向けた検討を進めます。

※ＭＩＣＥとは、企業等の会議、企業等の行う報奨・研修旅行、国際機関・団体・学会等

が行う国際会議、展示会・見本市・イベント等、多くの集客交流が見込まれるビジネス

イベント等の総称を指します。
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本市は、南は太平洋、北は山々に囲まれる等、豊かな自然に恵まれており、古

くより酪農や畜産を主体とする農業や水産業が発展してきました。

これら一次産業は、本市の経済を支える重要な産業であることはもちろん、基

幹産業である観光の魅力を高める意味でもその重要性を増しておりますが、他市

の例に違わず、本市においても、これら一次産業は、担い手の減少、食の安全安

心の確保、消費形態の多様化等、様々な変化に直面しております。

このため、安全で良質な農水産物を安定供給するための基盤を強化するととも

に、農水産物の高付加価値化や地域内消費を推進するほか、関係機関と連携し、

新規就業者の確保等を支援する等、農水産業の生産性を高めるための取組を推進

します。

これらの取組を通じて、自然を活かした産業を育成します。

第２節 自然を活かした産業の育成

基本的な考え方

節内の体系図
施策 基本的な方向 主要な施策

特色ある農業・漁

業の推進

１ 農水産物高付
加価値化の促
進

① 新鮮で安全安心な農水産物供
給の推進

② 地場農水産物高付加価値化の
推進

③ 地産地消の推進

Ⅰ

２ ゆとりある農
業経営の促進

① 新規就農者、担い手農業者へ
の支援

② 農業生産基盤の整備
③ 有害鳥獣の捕獲推進

３ 時代に即した
漁業生産の基
盤づくり

① マリンビジョンの推進
② つくり育てる漁業や資源管理
型漁業の推進

③ 漁業経営の安定
④ 漁港の維持・管理と環境整備
促進
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安全で品質の良い農水産物を供給するための基盤を強化するとともに、農水産

物の高付加価値化や地域内消費に向けた取組を推進します。

農業においては、生産性の向上や労働力の軽減を図り、ゆとりある農業経営を

推進するとともに、新規就業者の確保や担い手の育成を支援します。

漁業においては「つくり育てる漁業」や「資源管理型漁業」の推進、漁業資本

装備の近代化への支援、漁港の整備により、漁家経営の安定と安全な漁業活動の

推進を図ります。

指標１ 認定農業者数
基準値

Ｒ６
２６経営体

目標値

Ｒ１７
２６経営体

指標２ 生乳生産量
基準値

Ｒ６

２，３５９

トン

目標値

Ｒ１７

２，３６０

トン

指標３ 漁業従事者数
基準値

Ｒ６
７９人

目標値

Ｒ１７
８０人

指標４ 登別漁港陸揚量
基準値

Ｒ６

５，３４０

トン

目標値

Ｒ１７

５，３５０

トン

１．農水産物高付加価値化の促進

クリーン農業の普及や水産物の高度衛生管理対策の強化により、安全性が高

く品質の良い農水産物の供給を図るとともに、それらを利用した加工品の研究

開発を促進する等、農水産物の高付加価値化を図ります。

また、地産食材の消費拡大を図るため、地場農水産物に関する情報発信に努

めるとともに、地域の宿泊施設等における地場産品の利用促進に向けた取組を

支援します。

施策の基本的な方向

目標
登別市の自然環境や立地等の特性を活かした農業・漁業を推進し、生産

物や加工品の高付加価値化を図るとともに、地産地消を推進します。

目標への接近度を測る指標

特色ある農業・漁業の推進施策Ⅰ
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○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① 新鮮で安全安心な農水産物供給の推進

■ 安全安心な農産物を生産するクリーン農業の普及や水産物の高度衛生管理

対策を強化し、安全性が高く、品質の良い農水産物の供給を推進します。

② 地場農水産物高付加価値化の推進

■ 地場農水産物を利用した加工品の研究開発を促進する等、高付加価値化を

推進し、地場農水産物の消費拡大を図ります。

③ 地産地消の推進

■ 生産者と協力し、地場農水産物に関する情報等を市民や食品提供業者に発

信し、地産食材の消費拡大を図ります。

■ 地域の宿泊施設等における地場産品の利用促進に向けた取組を支援しま

す。

■ 市内のサークル活動等における調理実習に地場農水産物を提供し、地場農

水産物の消費促進と認知度の向上を図ります。

○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① 新規就農者、担い手農業者への支援

■ 情報化や高度技術化する農業に対応した新規就農者の確保や担い手農業者

の育成を関係機関と連携して支援します。

■ ゆとりある酪農・畜産経営の安定化に向け、酪農ヘルパー事業を促進し、労

働軽減等を通じた省力化を進めます。

■ 労働負担の軽減に繋がる農業経営への変更を支援する等、離農者の抑制に

努めます。

② 農業生産基盤の整備

■ 農地の集約化による利用の効率化を図り、農業の生産性の向上に努めます。

■ 飼料基盤や家畜飼養管理施設等の畜産生産基盤の整備を促進します。

２．ゆとりある農業経営の促進

畜産生産基盤の整備や農地の利用集積を推進し、農業の生産性の向上を図る

とともに、酪農ヘルパーの活用による労働力軽減を図る等、ゆとりある農業経

営に向けた支援に努めます。

また、関係機関と連携し、新規就業者の確保や担い手の育成を支援するほ

か、農林水産業に被害を及ぼす有害鳥獣の捕獲を推進し、農産物等の生産の安

定化に努めます。
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■ 農道や農地保全施設の整備を図ります。

③ 有害鳥獣の捕獲推進

■ 農林水産業や生活環境に被害を及ぼすエゾシカ・アライグマ等の有害鳥獣

の捕獲を推進し、農産物等の生産の安定化に努めます。

○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① マリンビジョンの推進

■ マリンビジョンのコンセプトである登別漁港産水産物を核に徹底した品

質、衛生管理の強化を図り、産地基盤が強固になるよう努めます。

■ 水産物販売のイベント等を開催し、地産地消の推進や地場水産物の応援団

の拡大、地域の活性化を図るとともに、温泉等の周辺観光地への供給体制

を確立し、観光産業との相乗効果の発現を図ります。

② つくり育てる漁業や資源管理型漁業の推進

■ 「つくり育てる漁業」や「資源管理型漁業」を推進することにより、新たな

水産資源を確保し、漁家経営の安定化を図ります。

③ 漁業経営の安定

■ 漁船建造等に係る借入金の利子の一部を補填する等、漁業者の経済的負担

を軽減することにより、漁業資本装備の近代化を促進し、漁家経営の安定化

を図ります。

■ 労働負担の軽減に繋がる漁業経営への変更を支援する等、漁業者の減少対

策に努めます。

④ 漁港の維持・管理と環境整備促進

■ 登別漁港の衛生管理・就労環境改善対策や防災・減災対策、静穏度対策等を

促進します。

■ 漁港の適切な維持管理や環境整備を行うことにより、快適で安全な漁業活

動の場や地域住民の交流の場の確保に努めます。

３．時代に即した漁業生産の基盤づくり

品質・衛生管理による供給基盤の強化を図るとともに、販売イベントの開催

や観光地への供給体制の確立による地域内消費の推進と観光産業との相乗効果

の発現を図ります。

また、「つくり育てる漁業」や「資源管理型漁業」を推進するとともに、漁業

資本装備の近代化への支援や漁港施設の整備を促進する等、快適で安全な漁業

活動の場の確保と漁家経営の安定を図ります。
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■ 市民の共有財産である文化財を適切に保管し、後世に継承するため、郷土資

料館の収蔵庫の整備を進めます。

■ 市内の民俗芸能を継承する取組を支援するとともに、記録保存に努めます。

○ 主要な施策
■ 主要な施策の考え方

① アイヌの人たちの歴史・文化を学ぶ機会の充実

■ 市民のアイヌ文化に対する関心を高めるため、アイヌ文化を学ぶことがで

きる観光交流センター等の施設や登別市にゆかりのある人々、関連史跡の

情報を様々な方法で広く発信するほか、郷土資料館の展示の充実や学校教

育での活用等を図ります。

■ 市民がアイヌの人たちや少数民族の歴史や文化に関する知識等を学ぶこと

ができる講座等を開催するとともに、様々な学習情報を発信し、理解を深

める機会の提供に努めます。

② アイヌ文化に関する調査研究、記録の保存

■ この土地で育まれてきたアイヌ文化の復興と継承のため、国立アイヌ民族

博物館や関係機関と連携・協働し、調査研究を進めるとともに、関係団体と

の相互扶助を図ります。

２．アイヌ文化の振興

アイヌ文化が、この土地で育まれてきた大切な文化であることを認識し、ア

イヌの人たちの歴史、文化への理解を深め、自分と異なる他者を尊重する真の

多文化共生の実現に努めます。
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第１節　誰もが安心して暮らせるまちをつ
くる

Ⅰ　地域で支え合う福祉活動の確立 １　地域福祉の推進 ①地域福祉の推進に向けた意識の醸成

②地域を支える仕組みづくりと福祉ネット
ワークの充実

③包括的な支援体制の構築

Ⅱ　高齢者福祉の確立 1　長寿社会の基盤づくり
①高齢者の生きがいづくりの場と機会の充
実

②高齢者の健康づくり活動の支援

③高齢者の生活を支える取組の推進

２　高齢者福祉の充実 ①生活支援体制の充実

②認知症高齢者等の支援

③高齢者の虐待防止対策・権利擁護の推進

④地域包括支援センターによる総合的支援
の推進

⑤介護保険サービスの提供体制の整備

Ⅲ　障がい者（児）福祉の確立 １　障がい者（児）への理解 ①心のバリアをなくす市民意識の醸成

２　障がい者（児）の自立支援 ①生活支援の充実

②相談支援体制の充実

③ボランティアの育成支援

④療育体制の充実

⑤就労支援の充実

⑥生活環境の整備

３　障がい者（児）の社会参加の促進 ①障がい者団体等の活動支援

②文化スポーツ活動の支援と指導者の育成

③障がい者（児）への情報提供の充実

Ⅳ　自立した暮らしへの支援 １　自立した暮らしへの支援 ①生活安定対策の推進

②ひとり親家庭への支援

Ⅴ　暮らしの安心を支える制度 １　安心を支える確かな制度 ①社会保障制度の適切な運用等

第２節　市民一人ひとりが生涯を通じて健
康に暮らせるまちをつくる

Ⅰ　市民の主体的な健康づくり意識の確立 １　健康づくり運動の推進 ①適切な生活習慣の普及

②食を通じた健康づくりの推進

　１　登　別　市　総　合　計　画　第　４　期　基　本　計　画　体　系　図

基　　　本　　　計　　　画
基本構想

基本目標 政　　策 施　　策 施策の基本的な方向 主要な施策
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基　　　本　　　計　　　画
基本構想

基本目標 政　　策 施　　策 施策の基本的な方向 主要な施策

★第２節　市民一人ひとりが生涯を通じて
健康に暮らせるまちをつくる

Ⅱ　保健予防活動の充実 １　成人保健の充実 ①各種検診の充実と受診率の向上

②生活習慣病の予防に向けた特定健診・特
定保健指導の充実

２　予防医療（感染症対策）の充実 ①感染症の知識の普及啓発

②予防接種の接種率の向上

３　自殺予防対策の充実 ①地域におけるネットワークの強化

②自殺予防に関する知識の普及啓発と人材
の育成

Ⅲ　地域医療の充実 １　地域医療体制の確保 ①地域医療体制の確保

②包括的な医療等サービスの提供

２　救急医療体制の整備 ①救急医療体制の整備

第３節　安心して子どもを生み育てられる
まちをつくる

Ⅰ　子育ての不安と負担の軽減 １　地域での子育て支援 ①地域子育て支援拠点の充実

②子育てについての相談及び学習、体験機
会の充実

③妊娠期から子育て期までの伴走型相談支
援の充実

２　子育て環境の整備
①保育所、幼稚園及び認定こども園等にお
ける保育及び幼児教育の充実

②民間活用による柔軟な保育・教育環境の
整備（認定こども園の推進）

③児童館、放課後児童クラブ等の充実

３　母子保健の充実
①妊娠期・乳幼児期における健診体制及び
保健対策の充実

４　経済的負担等の軽減の支援 ①医療費、保育料、教育費等の支援

②こどものいる家庭等への経済的支援等の
充実

Ⅱ　こどもの権利が尊重される社会の実現 １　こどもの権利擁護の推進 ①相談支援体制の充実

②児童虐待の適切な対応

③こどもの養育環境の充実

第４節　誰もが自分らしく、住みやすい社
会の実現

Ⅰ　互いの個性や人権が尊重される地域社
会の実現

１　男女共同参画社会の推進 ①意識変革のための普及啓発活動の推進

②配偶者・パートナーからの暴力に関する
相談及び支援体制の充実

③女性の地域活動・市民活動への参画及び
各種審議会等への登用促進

２　人権尊重社会の実現 ①人権尊重に向けた環境整備

②性の多様性に配慮した環境整備
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基　　　本　　　計　　　画
基本構想

基本目標 政　　策 施　　策 施策の基本的な方向 主要な施策

第１節　環境への負荷の少ないまちづくり Ⅰ　地球環境にやさしいまちづくりの推進 １　地球温暖化対策の推進
①温室効果ガスの排出抑制の普及啓発とそ
の実践

②省資源・省エネルギー対策の普及啓発と
その実践

③再生可能エネルギーの利用の普及啓発と
その実践

Ⅱ　持続可能な循環型社会の推進 １　廃棄物の減量 ①ごみの排出抑制の普及啓発とその実践

２　循環型社会の形成 ①リサイクルの普及啓発とその実践

②一般廃棄物処理施設の適正な維持管理

③産業廃棄物処理施設の適正な管理・指導

Ⅲ　住み続けられる快適なまちづくりの推
進

１　きれいで住み良いまちづくりの推進 ①不法投棄の防止

２　さわやかで静かな環境の確保 ①公害監視体制の整備

３　水質環境の保全対策の推進 ①持続可能な下水道事業の推進

②し尿投入施設の適正な維持管理

Ⅳ　環境教育の推進 １　環境保全等に係る生涯学習の推進 ①環境保全の意識啓発

②環境に配慮した消費行動の普及啓発

③環境保全団体との情報交換等の促進

第２節　自然を生かした潤いのあるまちづ
くり

Ⅰ　人と自然が共生するまちづくりの推進 １　優れた自然の保全　 ①適切な自然環境保全の推進

②森林の保全

③水質環境の保全

④河川・海岸沿いの環境保全

２　多様な野生生物の生育・生息環境の保
全

①生態系及び生物の生育・生息環境の保全

②野生生物の情報の把握及び発信

３　自然とのふれあいの推進
①地域の自然環境を活用した自然とのふれ
あいの推進

②親水空間の保全と創造

第３節　安全に安心して暮らせるまちづく
り

Ⅰ　総合防災対策の推進 １　防災計画の推進 ①防災計画の整備

②国民保護計画の推進

２　防災意識の向上 ①防災訓練の実施

②防災意識の普及啓発強化
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基　　　本　　　計　　　画
基本構想

基本目標 政　　策 施　　策 施策の基本的な方向 主要な施策

★第３節　安全に安心して暮らせるまちづ
くり

★Ⅰ　総合防災対策の推進 ３　防災体制の充実 ①防災施設及び設備の整備・適正管理

②防災情報体制の推進

③地域における防災体制の推進

④非常用備蓄品の整備

⑤相互応援や多様な機関等との連携協力の
推進

４　治山対策の推進 ①治山事業の推進

５　治水・雨水対策の推進 ①治水事業の推進

②雨水・浸水対策事業の推進

Ⅱ　消防・救急救助体制の充実 １　火災予防活動の推進 ①防火意識の普及

②防火査察の徹底

③消防団の活性化

２　消防力の強化・高度化 ①市民の命を守る消防体制の堅持

②救急救命体制の整備　

③消防水利の適正化

Ⅲ　交通安全の推進 １　交通安全意識の高揚 ①交通安全に関する意識啓発の強化

２　交通安全施設の整備 ①交通安全施設の整備・維持

Ⅳ　安全な消費生活の確保 １　消費者対策の充実 ①消費者意識の啓発及び学習機会の充実

②消費者相談機能の充実

Ⅴ　安全安心なまちづくり １　命と暮らしを守るまちづくりの推進 ①地域ぐるみ防犯活動の推進

②空家等対策の推進

２　恒久平和の推進 ①平和なまちづくりの推進

３　葬斎場・墓地の整備 ①葬斎場の効率的な運営

②墓地の整備

Ⅵ　心配ごと・困りごとの解消 １　市民相談の充実 ①市民相談体制の充実
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基　　　本　　　計　　　画
基本構想

基本目標 政　　策 施　　策 施策の基本的な方向 主要な施策

第１節　活力に満ちた魅力あふれる産業を
つくる

Ⅰ　持続可能な産業基盤づくりの推進 １　活力ある市内企業の育成 ①経営基盤の強化と経営支援機能の充実

②製品等の魅力の向上とブランド力・技術
力の強化

③事業機会の拡大と域内循環の推進

④にぎわい溢れる商業の振興

２　市内産業を担う新たな企業の創出 ①起業・創業の促進

②企業誘致の推進

③新分野進出と新産業創出の支援

Ⅱ　雇用の安定と快適な就業環境づくり １　安心して働ける環境づくり ①雇用情報の提供と就業の促進

②労働環境の向上と福祉の充実

２　産業を担う人材の育成・確保 ①人材育成の支援

②労働力確保に向けた支援

Ⅲ　魅力ある観光地づくり １　国内外の観光客に優しい観光地づくり ①温かいおもてなしの心の醸成

②安全安心な観光施設の整備

③観光客受入体制の整備

２　感動と癒しのある観光地づくり ①観光資源の充実と利用促進

②滞在型観光の推進

３　多様な誘客事業の推進 ①多様な観光誘客

第２節　自然を活かした産業の育成 Ⅰ　特色ある農業・漁業の推進 １　農水産物高付加価値化の促進 ①新鮮で安全安心な農水産物供給の推進

②地場農水産物高付加価値化の推進

③地産地消の推進

２　ゆとりある農業経営の促進 ①新規就農者、担い手農業者への支援

②農業生産基盤の整備

③有害鳥獣の捕獲推進

３　時代に即した漁業生産の基盤づくり ①マリンビジョンの推進

②つくり育てる漁業や資源管理型漁業の推
進

③漁業経営の安定

④漁港の維持・管理と環境整備促進
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基　　　本　　　計　　　画
基本構想

基本目標 政　　策 施　　策 施策の基本的な方向 主要な施策

第１節　暮らしやすい快適なまちをつくる Ⅰ　計画的な都市空間づくり １　コンパクトな都市空間づくり ①計画的な土地利用の推進

②都市機能の充実

Ⅱ　良好な景観の形成 １　地域性を活かした景観形成 ①景観形成の推進

第２節　良好な住環境と都市機能が調和し
たまちをつくる

Ⅰ　快適な住環境づくり １　身近な公園・みどりの創出と保全 ①安全で安心できる公園整備の推進

②民間活力による公園・緑地の管理・運営

③みどりの創出と保全

２　安全で安心な水の安定供給 ①安全な水道水の供給

②確実な給水の確保

③安定した水道事業運営の持続

Ⅱ　良好な居住空間づくり １　良好な民間住宅等の供給促進 ①民間住宅の改善促進

②環境に配慮した省エネルギー住宅の建設
促進

２　良好な宅地の供給促進 ①良好な宅地水準の確保

３　良好な市営住宅の供給 ①安全で快適な居住環境の確保

②適切な管理・運営

第３節　道路交通網の整ったまちをつくる Ⅰ　総合的な交通網の整備 １　道路網の整備・適正な維持管理 ①幹線道路網の計画見直し

②幹線道路の整備・改善

③生活道路等の整備・改善

④適正な維持管理

２　持続可能な公共交通の実現 ①公共交通の維持・確保

②公共交通空白地域の移動支援

第１節　生涯にわたって学び続ける社会を
つくる

Ⅰ　市民の主体的な学習の推進 １　生涯学習活動の促進 ①多様な学習機会の充実と人づくり

２　地域に根ざした図書館づくり ①魅力ある図書館づくり

第２節　学校・家庭・地域と連携し心豊か
な人間性を育む

Ⅰ　子どもたちの生きる力を育む １　確かな学力の向上 ①基礎・基本の定着

②思考力、判断力、表現力等の育成

③学び続ける意欲の醸成

２　豊かな人間性の育成 ①豊かな心を育む教育の充実

②教育相談の充実
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基　　　本　　　計　　　画
基本構想

基本目標 政　　策 施　　策 施策の基本的な方向 主要な施策

★第２節　学校・家庭・地域と連携し心豊
かな人間性を育む

★Ⅰ　子どもたちの生きる力を育む ★２　豊かな人間性の育成 ③生徒指導、いじめ・不登校対策の充実

３　たくましく生きるための健康や体力づ
くり

①健康や体力づくりの推進

②安全・安心な学校給食の提供

Ⅱ　地域に根ざした魅力ある学校づくり １　特色ある教育活動の推進 ①時代の変化に伴う教育課題への対応

②総合的な学習の時間の充実

③体験活動の充実

２　地域とともにある学校づくりの推進 ①学校公開や地域交流の推進

②地域・家庭との連携促進

③地域の教育力との連携

３　教育環境の充実 ①学校の適正規模等

②児童生徒の安全確保

③特別支援教育体制づくり

④教員の資質の向上

Ⅲ　子どもたちを地域で育てる環境づくり １　地域との連携による青少年の健全育成 ①地域との連携による健全育成

②非行等の未然防止と子どもたちの見守り
体制づくり

第３節　豊かな文化を育み、歴史をつなぐ Ⅰ　文化・芸術活動の育成と支援 １　文化活動の充実 ①多様な文化活動の機会の充実

②文化芸術に親しむ機会の充実

③文化施設の整備と充実

２　文化活動を担う人づくり ①文化活動との出会いの場づくり

②文化活動を通した人との出会い

Ⅱ　歴史・文化の保存と継承 １　歴史の保存と活用
①郷土の歴史・文化を学び伝える場の充実
と活用

②郷土の歴史や文化の保存と調査研究の促
進

２　アイヌ文化の振興
①アイヌの人たちの歴史・文化を学ぶ機会
の充実　

②アイヌ文化に関する調査研究、記録の保
存

第４節　スポーツを通じた活力あるまちづ
くり

Ⅰ　生涯にわたるスポーツ振興の推進 １　多様なスポーツ活動の推進 ①スポーツに親しむ機会の充実

②スポーツを通じた健康づくり

③交流を通じた豊かな心の育成
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基　　　本　　　計　　　画
基本構想

基本目標 政　　策 施　　策 施策の基本的な方向 主要な施策

★第４節　スポーツを通じた活力あるまち
づくり

★Ⅰ　生涯にわたるスポーツ振興の推進 ２　競技スポーツの振興 ①地域の実情に応じた活動機会の確保

②競技力の向上や指導者の資質向上に向け
た支援

３　スポーツを支える環境づくり ①スポーツ施設の計画的な整備

②施設の有効活用

第１節　協働のまちづくりの推進 Ⅰ　協働の仕組みの醸成
１ 市民と行政がともに取り組むまちづくり
の推進

①まちづくりの基本理念の定着

②市民参画の推進

２ 情報の公開と広報広聴活動の充実 ①広報広聴活動の推進

Ⅱ　まちづくり活動の推進 １　多彩なまちづくり活動の支援
①個人・団体間の連携によるまちづくり活
動の活性化

第２節　交流によるまちづくりの推進 Ⅰ　国内における交流の場と機会の拡大 １　国内のさまざまな地域との交流の推進 ①姉妹都市交流等の推進

②札幌圏・道外における交流拠点の整備

Ⅱ　地域の国際化の推進 １　国際交流の推進　 ①国際交流・協力の推進

②海外との交流を通じた豊かな人材育成

２　多文化共生の推進 ①外国人住民の社会参画の推進

②地域住民への意識啓発

第３節　持続可能なまちづくりの推進 Ⅰ　選ばれる魅力あるまちづくり
１　定住人口の増加と関係人口の創出・拡
大

①移住・定住の推進

②関係人口の創出・拡大

Ⅱ　市民の信頼に応える行財政運営 １　行政機能の充実
①公平・公正な行政運営と持続可能な財政
運営

②地域間連携の推進

２　市有財産や公共施設の適正な活用 ①市有財産や公共施設の適正な活用

３　デジタルの活用の徹底 ①各分野におけるデジタル化の促進

第
５
章

　豊
か
な
個
性
と
人
間
性
を
育
む
ま
ち

第
６
章

　担
い
あ
う
ま
ち
づ
く
り
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基本構想 施策の基本的な方向
基本目標 主要な施策

1　地域福祉の推進

①地域福祉の推進に向けた意識の醸成

②地域を支える仕組みづくりと福祉ネットワークの充
実

③包括的な支援体制の構築

1　長寿社会の基盤づくり

①高齢者の生きがいづくりの場と機会の充実

②高齢者の健康づくり活動の支援

③高齢者の生活を支える取組の推進

2　高齢者福祉の充実

①生活支援体制の充実

②認知症高齢者等の支援

③高齢者の虐待防止対策・権利擁護の推進

④地域包括支援センターによる総合的支援の推進

⑤介護保険サービスの提供体制の整備

1　障がい者（児）への理解

①心のバリアをなくす市民意識の醸成

2　障がい者（児）の自立支援

①生活支援の充実

②相談支援体制の充実

③ボランティアの育成支援

④療育体制の充実

⑤就労支援の充実

⑥生活環境の整備

3　障がい者（児）の社会参加の促進

①障がい者団体等の活動支援

②文化スポーツ活動の支援と指導者の育成

③障がい者（児）への情報提供の充実

1　自立した暮らしへの支援

①生活安定対策の推進

②ひとり親家庭への支援

1　安心を支える確かな制度

①社会保障制度の適切な運用等

1　健康づくり運動の推進

①適切な生活習慣の普及

②食を通じた健康づくりの推進

1　成人保健の充実

①各種検診の充実と受診率の向上

②生活習慣病の予防に向けた特定健診・特定保健
指導の充実

2　予防医療（感染症対策）の充実

①感染症の知識の普及啓発

②予防接種の接種率の向上

3　自殺予防対策の充実

①地域におけるネットワークの強化

②自殺予防に関する知識の普及啓発と人材の育成

1　地域医療体制の確保

①地域医療体制の確保

②包括的な医療等サービスの提供

2　救急医療体制の整備

①救急医療体制の整備

　２　登別市総合計画第４期基本計画と持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）１７の目標との関連
目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 目標６ 目標７ 目標８ 目標９ 目標10 目標11 目標12 目標13 目標14 目標15 目標16 目標17

【貧困】 【飢餓】 【保健】 【教育】 【ジェンダー】 【水・衛生】 【エネルギー】
【経済成長と

雇用】

【インフラ、産
業化、イノ

ベーション】
【不平等】

【持続可能な
都市】

【持続可能な
生産と消費】

【気候変動】 【海洋資源】 【陸上資源】 【平和】 【実施手段】

貧困をなくそう 飢餓をゼロに
すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

ジェンダー平
等を実現しよう

安全な水とトイ
レを世界中に

エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

働きがいも経
済成長も

産業と技術革
新の基盤をつ

くろう

人や国の不平
等をなくそう

住みつづけら
れるまちづくり

を

つくる責任使
う責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナー
シップで目標
を達成しよう

政策 施　　策

Ⅰ　地域で支え合う福祉活動の確立

Ⅳ　自立した暮らしへの支援

Ⅴ　暮らしの安心を支える制度

Ⅰ　市民の主体的な健康づくり意識の確立

Ⅲ　地域医療の充実

第
１
章
　
や
さ
し
さ
と
共
生
す
る
ま
ち

第１節

誰もが安
心して暮
らせるま
ちをつく

る

Ⅱ　高齢者福祉の確立

Ⅲ　障がい者（児）福祉の確立

第２節

市民一人
ひとりが
生涯を通
じて健康
に暮らせ
るまちを
つくる

Ⅱ　保健予防活動の充実
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基本構想 施策の基本的な方向
基本目標 主要な施策

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 目標６ 目標７ 目標８ 目標９ 目標10 目標11 目標12 目標13 目標14 目標15 目標16 目標17

【貧困】 【飢餓】 【保健】 【教育】 【ジェンダー】 【水・衛生】 【エネルギー】
【経済成長と

雇用】

【インフラ、産
業化、イノ

ベーション】
【不平等】

【持続可能な
都市】

【持続可能な
生産と消費】

【気候変動】 【海洋資源】 【陸上資源】 【平和】 【実施手段】

貧困をなくそう 飢餓をゼロに
すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

ジェンダー平
等を実現しよう

安全な水とトイ
レを世界中に

エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

働きがいも経
済成長も

産業と技術革
新の基盤をつ

くろう

人や国の不平
等をなくそう

住みつづけら
れるまちづくり

を

つくる責任使
う責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナー
シップで目標
を達成しよう

政策 施　　策

1　地域での子育て支援

①地域子育て支援拠点の充実

②子育てについての相談及び学習、体験機会の充
実

③妊娠期から子育て期までの伴走型相談支援の充
実

2　子育て環境の整備

①保育所、幼稚園及び認定こども園等における保育
及び幼児教育の充実

②民間活用による柔軟な保育・教育環境の整備（認
定こども園の推進）

③児童館、放課後児童クラブ等の充実

3　母子保健の充実

①妊娠期・乳幼児期における健診体制及び保健対
策の充実

4　経済的負担等の軽減の支援

①医療費、保育料、教育費等の支援

②こどものいる家庭等への経済的支援等の充実

1　こどもの権利擁護の推進

①相談支援体制の充実

②児童虐待の適切な対応

③こどもの養育環境の充実

1　男女共同参画社会の推進

①意識変革のための普及啓発活動の推進

②配偶者・パートナーからの暴力に関する相談及び
支援体制の充実

③女性の地域活動・市民活動への参画及び各種審
議会等への登用促進

2　人権尊重社会の実現

①人権尊重に向けた環境整備

②性の多様性に配慮した環境整備

Ⅱ　こどもの権利が尊重される社会の実現

第３節

安心して
子どもを
生み育て
られるま
ちをつく

る

Ⅰ　子育ての不安と負担の軽減

第４節

誰もが自
分らしく、
住みやす
い社会の

実現

Ⅰ　互いの個性や人権が尊重される地域社会の実現
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基本構想 施策の基本的な方向
基本目標 主要な施策

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 目標６ 目標７ 目標８ 目標９ 目標10 目標11 目標12 目標13 目標14 目標15 目標16 目標17

【貧困】 【飢餓】 【保健】 【教育】 【ジェンダー】 【水・衛生】 【エネルギー】
【経済成長と

雇用】

【インフラ、産
業化、イノ

ベーション】
【不平等】

【持続可能な
都市】

【持続可能な
生産と消費】

【気候変動】 【海洋資源】 【陸上資源】 【平和】 【実施手段】

貧困をなくそう 飢餓をゼロに
すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

ジェンダー平
等を実現しよう

安全な水とトイ
レを世界中に

エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

働きがいも経
済成長も

産業と技術革
新の基盤をつ

くろう

人や国の不平
等をなくそう

住みつづけら
れるまちづくり

を

つくる責任使
う責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナー
シップで目標
を達成しよう

政策 施　　策

1　地球温暖化対策の推進

①温室効果ガスの排出抑制の普及啓発とその実践

②省資源・省エネルギー対策の普及啓発とその実践

③再生可能エネルギーの利用の普及啓発とその実
践

1　廃棄物の減量

①ごみの排出抑制の普及啓発とその実践

2　循環型社会の形成

①リサイクルの普及啓発とその実践

②一般廃棄物処理施設の適正な維持管理

③産業廃棄物処理施設の適正な管理・指導

1　きれいで住み良いまちづくりの推進

①不法投棄の防止

2　さわやかで静かな環境の確保

①公害監視体制の整備

3　水質環境の保全対策の推進

①持続可能な下水道事業の推進

②し尿投入施設の適正な維持管理

1　環境保全等に係る生涯学習の推進

①環境保全の意識啓発

②環境に配慮した消費行動の普及啓発

③環境保全団体との情報交換等の促進

1　優れた自然の保全

①適切な自然環境保全の推進

②森林の保全

③水質環境の保全

④河川・海岸沿いの環境保全

2　多様な野生生物の生育・生息環境の保全

①生態系及び生物の生育・生息環境の保全

②野生生物の情報の把握及び発信

3　自然とのふれあいの推進

①地域の自然資源を活用した自然とのふれあいの推
進

②親水空間の保全と創造

Ⅰ　地球環境にやさしいまちづくりの推進

Ⅱ　持続可能な循環型社会の推進

Ⅳ　環境教育の推進

第１節

環境への
負荷の少
ないまち

づくり

Ⅲ　住み続けられる快適なまちづくりの推進

第２節

自然を生
かした潤
いのある
まちづくり

Ⅰ　人と自然が共生するまちづくりの推進

- 142 -



基本構想 施策の基本的な方向
基本目標 主要な施策

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 目標６ 目標７ 目標８ 目標９ 目標10 目標11 目標12 目標13 目標14 目標15 目標16 目標17

【貧困】 【飢餓】 【保健】 【教育】 【ジェンダー】 【水・衛生】 【エネルギー】
【経済成長と

雇用】

【インフラ、産
業化、イノ

ベーション】
【不平等】

【持続可能な
都市】

【持続可能な
生産と消費】

【気候変動】 【海洋資源】 【陸上資源】 【平和】 【実施手段】

貧困をなくそう 飢餓をゼロに
すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

ジェンダー平
等を実現しよう

安全な水とトイ
レを世界中に

エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

働きがいも経
済成長も

産業と技術革
新の基盤をつ

くろう

人や国の不平
等をなくそう

住みつづけら
れるまちづくり

を

つくる責任使
う責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナー
シップで目標
を達成しよう

政策 施　　策

1　防災計画の推進

①防災計画の整備

②国民保護計画の推進

2　防災意識の向上

①防災訓練の実施

②防災意識の普及啓発強化

3　防災体制の充実

①防災施設及び設備の整備・適正管理

②防災情報体制の推進

③地域における防災体制の推進

④非常用備蓄品の整備

⑤相互応援や多様な機関等との連携協力の推進

4　治山対策の推進

①治山事業の推進

5　治水・雨水対策の推進

①治水事業の推進

②雨水・浸水対策事業の推進

1　火災予防活動の推進

①防火意識の普及

②防火査察の徹底

③消防団の活性化

2　消防力の強化・高度化

①市民の命を守る消防体制の堅持

②救急救命体制の整備

③消防水利の適正化

1　交通安全意識の高揚

①交通安全に関する意識啓発の強化

2　交通安全施設の整備

①交通安全施設の整備・維持

1　消費者対策の充実

①消費者意識の啓発及び学習機会の充実

②消費者相談機能の充実

1　命と暮らしを守るまちづくりの推進

①地域ぐるみ防犯活動の推進

②空家等対策の推進

2　恒久平和の推進

①平和なまちづくりの推進

3　葬斎場・墓地の整備

①葬斎場の効率的な運営

②墓地の整備

1　市民相談の充実

1　市民相談体制の充実

Ⅲ　交通安全の推進

Ⅳ　安全な消費生活の確保

Ⅵ　心配ごと・困りごとの解消

第
２
章
　
自
然
と
と
も
に
暮
ら
す
ま
ち

第３節

安全に安
心して暮
らせるま
ちづくり

Ⅰ　総合防災対策の推進

Ⅱ　消防・救急救助体制の充実

Ⅴ　安全安心なまちづくり
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基本構想 施策の基本的な方向
基本目標 主要な施策

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 目標６ 目標７ 目標８ 目標９ 目標10 目標11 目標12 目標13 目標14 目標15 目標16 目標17

【貧困】 【飢餓】 【保健】 【教育】 【ジェンダー】 【水・衛生】 【エネルギー】
【経済成長と

雇用】

【インフラ、産
業化、イノ

ベーション】
【不平等】

【持続可能な
都市】

【持続可能な
生産と消費】

【気候変動】 【海洋資源】 【陸上資源】 【平和】 【実施手段】

貧困をなくそう 飢餓をゼロに
すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

ジェンダー平
等を実現しよう

安全な水とトイ
レを世界中に

エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

働きがいも経
済成長も

産業と技術革
新の基盤をつ

くろう

人や国の不平
等をなくそう

住みつづけら
れるまちづくり

を

つくる責任使
う責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナー
シップで目標
を達成しよう

政策 施　　策

1　活力ある市内企業の育成

①経営基盤の強化と経営支援機能の充実

②製品等の魅力の向上とブランド力・技術力の強化

③事業機会の拡大と域内循環の推進

④にぎわい溢れる商業の振興

2　市内産業を担う新たな企業の創出

①起業・創業の促進

②企業誘致の推進

③新分野進出と新産業創出の支援

1　安心して働ける環境づくり

①雇用情報の提供と就業の促進

②労働環境の向上と福祉の充実

2　産業を担う人材の育成・確保

①人材育成の支援

②労働力確保に向けた支援

1　国内外の観光客に優しい観光地づくり

①温かいおもてなしの心の醸成

②安全安心な観光施設の整備

③観光客受入体制の整備

2　感動と癒しのある観光地づくり

①観光資源の充実と利用促進

②滞在型観光の推進

3　多様な誘客事業の推進

①多様な観光誘客

1　農水産物高付加価値化の促進

①新鮮で安全安心な農水産物供給の推進

②地場農水産物高付加価値化の推進

③地産地消の推進

2　ゆとりある農業経営の促進

①新規就農者、担い手農業者への支援

②農業生産基盤の整備

③有害鳥獣の捕獲推進

3　時代に即した漁業生産の基盤づくり

①マリンビジョンの推進

②つくり育てる漁業や資源管理型漁業の推進

③漁業経営の安定

④漁港の維持・管理と環境整備促進

Ⅱ　雇用の安定と快適な就業環境づくり

第
３
章
　
大
地
に
根
ざ
し
た
た
く
ま
し
い
産
業
が
躍
動
す
る
ま
ち

第１節

活力に満
ちた魅力
あふれる
産業をつ

くる

Ⅰ　持続可能な産業基盤づくりの推進

Ⅲ　魅力ある観光地づくり

第２節

自然を活
かした産
業の育成

Ⅰ　特色ある農業・漁業の推進
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基本構想 施策の基本的な方向
基本目標 主要な施策

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 目標６ 目標７ 目標８ 目標９ 目標10 目標11 目標12 目標13 目標14 目標15 目標16 目標17

【貧困】 【飢餓】 【保健】 【教育】 【ジェンダー】 【水・衛生】 【エネルギー】
【経済成長と

雇用】

【インフラ、産
業化、イノ

ベーション】
【不平等】

【持続可能な
都市】

【持続可能な
生産と消費】

【気候変動】 【海洋資源】 【陸上資源】 【平和】 【実施手段】

貧困をなくそう 飢餓をゼロに
すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

ジェンダー平
等を実現しよう

安全な水とトイ
レを世界中に

エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

働きがいも経
済成長も

産業と技術革
新の基盤をつ

くろう

人や国の不平
等をなくそう

住みつづけら
れるまちづくり

を

つくる責任使
う責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナー
シップで目標
を達成しよう

政策 施　　策

1　コンパクトな都市空間づくり

①計画的な土地利用の推進

②都市機能の充実

1　地域性を活かした景観形成

1　景観形成の推進

1　身近な公園・みどりの創出と保全

①安全で安心できる公園整備の推進

②民間活力による公園・緑地の管理・運営

③みどりの創出と保全

2　安全で安心な水の安定供給

①安全な水道水の供給

②確実な給水の確保

③安定した水道事業運営の持続

1　良好な民間住宅等の供給促進

①民間住宅の改善促進

②環境に配慮した省エネルギー住宅の建設促進

2　良好な宅地の供給促進

①良好な宅地水準の確保

3　良好な市営住宅の供給

①安全で快適な居住環境の確保

②適切な管理・運営

1　道路網の整備・適正な維持管理

①幹線道路網の計画見直し

②幹線道路の整備・改善

③生活道路等の整備・改善

④適正な維持管理

2　持続可能な公共交通の実現

①公共交通の維持・確保

②公共交通空白地域の移動支援

第１節

暮らしや
すい快適
なまちを
つくる

Ⅰ　計画的な都市空間づくり

Ⅱ　良好な景観の形成

第
４
章
　
調
和
の
中
で
ふ
る
さ
と
を
演
出
す
る
ま
ち

第２節

良好な住
環境と都
市機能が
調和した
まちをつ

くる

Ⅰ　快適な住環境づくり

Ⅱ　良好な居住空間づくり

第３節

道路交通
網の整っ
たまちを
つくる

Ⅰ　総合的な交通網の整備
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基本構想 施策の基本的な方向
基本目標 主要な施策

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 目標６ 目標７ 目標８ 目標９ 目標10 目標11 目標12 目標13 目標14 目標15 目標16 目標17

【貧困】 【飢餓】 【保健】 【教育】 【ジェンダー】 【水・衛生】 【エネルギー】
【経済成長と

雇用】

【インフラ、産
業化、イノ

ベーション】
【不平等】

【持続可能な
都市】

【持続可能な
生産と消費】

【気候変動】 【海洋資源】 【陸上資源】 【平和】 【実施手段】

貧困をなくそう 飢餓をゼロに
すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

ジェンダー平
等を実現しよう

安全な水とトイ
レを世界中に

エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

働きがいも経
済成長も

産業と技術革
新の基盤をつ

くろう

人や国の不平
等をなくそう

住みつづけら
れるまちづくり

を

つくる責任使
う責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナー
シップで目標
を達成しよう

政策 施　　策

1　生涯学習活動の促進

①多様な学習機会の充実と人づくり

2　地域に根ざした図書館づくり

①魅力ある図書館づくり

1　確かな学力の向上

①基礎・基本の定着

②思考力、判断力、表現力等の育成

③学び続ける意欲の醸成

2　豊かな人間性の育成

①豊かな心を育む教育の充実

②教育相談の充実

③生徒指導、いじめ・不登校対策の充実

3　たくましく生きるための健康や体力づくり

①健康や体力づくりの推進

②安全・安心な学校給食の提供

1　特色ある教育活動の推進

①時代の変化に伴う教育課題への対応

②総合的な学習の時間の充実

③体験活動の充実

2　地域とともにある学校づくりの推進

①学校公開や地域交流の推進

②地域・家庭との連携促進

③地域の教育力との連携

3　教育環境の充実

①学校の適正規模等

②児童生徒の安全確保

③特別支援教育体制づくり

④教員の資質の向上

1　地域との連携による青少年の健全育成

①地域との連携による健全育成

②非行等の未然防止と子どもたちの見守り体制づくり

1　文化活動の充実

①多様な文化活動の機会の充実

②文化芸術に親しむ機会の充実

③文化施設の整備と充実

2　文化活動を担う人づくり

①文化活動との出会いの場づくり

②文化活動を通した人との出会い

1　歴史の保存と活用

①郷土の歴史・文化を学び伝える場の充実と活用

②郷土の歴史や文化の保存と調査研究の促進

2　アイヌ文化の振興

①アイヌの人たちの歴史・文化を学ぶ機会の充実

②アイヌ文化に関する調査研究、 記録の保存

1　多様なスポーツ活動の推進

①スポーツに親しむ機会の充実

②スポーツを通じた健康づくり

③交流を通じた豊かな心の育成

2　競技スポーツの振興

①地域の実情に応じた活動機会の確保

②競技力の向上や指導者の資質向上に向けた支援

3　スポーツを支える環境づくり

①スポーツ施設の計画的な整備

②施設の有効活用

第１節

生涯にわ
たって学
び続ける
社会をつ

くる

Ⅰ　市民の主体的な学習の推進

Ⅲ　子どもたちを地域で育てる環境づくり

Ⅱ　歴史・文化の保存と継承

第
５
章
　
豊
か
な
個
性
と
人
間
性
を
育
む
ま
ち

第２節

学校・家
庭・地域
と連携し
心豊かな
人間性を

育む

Ⅰ　子どもたちの生きる力を育む

Ⅱ　地域に根ざした魅力ある学校づくり

第３節

豊かな文
化を育

み、歴史
をつなぐ

Ⅰ　文化・芸術活動の育成と支援

第４節

スポーツ
を通じた
活力ある
まちづくり

Ⅰ　生涯にわたるスポーツ振興の推進
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基本構想 施策の基本的な方向
基本目標 主要な施策

目標１ 目標２ 目標３ 目標４ 目標５ 目標６ 目標７ 目標８ 目標９ 目標10 目標11 目標12 目標13 目標14 目標15 目標16 目標17

【貧困】 【飢餓】 【保健】 【教育】 【ジェンダー】 【水・衛生】 【エネルギー】
【経済成長と

雇用】

【インフラ、産
業化、イノ

ベーション】
【不平等】

【持続可能な
都市】

【持続可能な
生産と消費】

【気候変動】 【海洋資源】 【陸上資源】 【平和】 【実施手段】

貧困をなくそう 飢餓をゼロに
すべての人に
健康と福祉を

質の高い教育
をみんなに

ジェンダー平
等を実現しよう

安全な水とトイ
レを世界中に

エネルギーを
みんなにそし
てクリーンに

働きがいも経
済成長も

産業と技術革
新の基盤をつ

くろう

人や国の不平
等をなくそう

住みつづけら
れるまちづくり

を

つくる責任使
う責任

気候変動に具
体的な対策を

海の豊かさを
守ろう

陸の豊かさも
守ろう

平和と公正を
すべての人に

パートナー
シップで目標
を達成しよう

政策 施　　策

1　市民と行政がともに取り組むまちづくりの推進

①まちづくりの基本理念の定着

②市民参画の推進

２　情報の公開と広報広聴活動の充実

①広報広聴活動の推進

1　多彩なまちづくり活動の支援

①個人・団体間の連携によるまちづくり活動の活性化

1　国内のさまざまな地域との交流の推進

①姉妹都市交流等の推進

②札幌圏・道外における交流拠点の整備

1　国際交流の推進

①国際交流・協力の推進

②海外との交流を通じた豊かな人材育成

２　多文化共生の推進

①外国人住民の社会参画の推進

②地域住民への意識啓発

1　定住人口の増加と関係人口の創出・拡大

①移住・定住の推進

②関係人口の創出・拡大

1　行政機能の充実

①公平・公正な行政運営と持続可能な財政運営

②地域間連携の推進

2　市有財産や公共施設の適正な活用

①市有財産や公共施設の適正な活用

3　デジタルの活用の徹底

①各分野におけるデジタル化の促進

Ⅰ　協働の仕組みの醸成

Ⅱ　まちづくり活動の推進

Ⅰ　国内における交流の場と機会の拡大

Ⅱ　地域の国際化の推進

Ⅰ　選ばれる魅力あるまちづくり

第
６
章
　
担
い
あ
う
ま
ち
づ
く
り

第１節

協働のま
ちづくりの

推進

第２節

交流によ
るまちづく
りの推進

第３節

持続可能
なまちづ
くりの推

進

Ⅱ　市民の信頼に応える行財政運営
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３ 登別市総合計画第４期基本計画策定に向けたあゆみ

年月 協議内容等

令和６年３月 ■ 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 設置

４月 ■ 第１回 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 合同部会 開催

■ 第１回 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 開催

５月 ■ 第１回 登別市市民自治推進委員会 開催

７月 ■ 第２回 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 各部会 開催

■ 第２回 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 開催

■ 登別市市民自治推進委員会 部会長・副部会長会議 開催

■ 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会及び登別市市民自治推進委員

会 各部会 開催（令和７年１月まで）

<登別市総合計画第４期基本計画体系図等に関する協議>

合計 ８５回

令和７年２月 ■ 第２回 登別市市民自治推進委員会 開催

■ 第３回 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 開催

<登別市総合計画第４期基本計画体系図を取りまとめ>

■ 第２回 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 合同部会 開催

５月 ■ 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 各部会 開催

６月 ■ 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 各部会 開催

７月 ■ 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 各部会 開催

８月 ■ 第４回 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会 開催

■ 登別市市民自治推進委員会 部会長・副部会長会議 開催

■ 登別市市民自治推進委員会 各部会 開催（令和７年９月まで）

９月 ■ 第３回 登別市市民自治推進委員会 開催

■ 登別市総合計画第４期基本計画（案）のパブリックコメント(令和７年１０月

まで）

１２月 ■ 登別市総合計画第４期基本計画（案）を議会に提案

部会名 市民自治推進委員会 庁内検討委員会

ぬくもり部会 ７回 開催 ８回 開催

防災・環境部会 ７回 開催 ７回 開催

産業躍動部会 ６回 開催 ７回 開催

都市調和部会 ７回 開催 ８回 開催

育み部会 ７回 開催 ８回 開催

まちづくり部会 ６回 開催 ７回 開催



- 149 -

４ 登別市市民自治推進委員会委員名簿

団体名等 委員氏名 所属部会 役職等

１ 一般公募 田渕 純勝 ぬくもり部会 部会長

２ 登別市連合町内会 雨洗 康江 ぬくもり部会 副部会長

３ 一般公募 山田 正幸 ぬくもり部会

４ 登別市障害者福祉関係団体連絡協議会 今 順子 ぬくもり部会

５ 登別市私立幼稚園協会 佐藤 画美 ぬくもり部会

６ 一般公募 望月 啓一郎 ぬくもり部会

７ 一般公募 桜井 勇気 防災・環境部会 部会長

８ 一般公募 二宮 重樹 防災・環境部会 副部会長

９ 一般公募 遠藤 潤 防災・環境部会 副委員長

10 登別市交通安全協会 藤崎 信雄 防災・環境部会

11 登別環づくり市民委員会 上野 大 防災・環境部会

12 登別消費者協会 坂東 百合子 防災・環境部会

13 一般公募 小和田 奈々 防災・環境部会

14 一般公募 川田 弘教 産業躍動部会 副委員長

15 一般社団法人登別国際観光コンベンション協会 飯尾 真吾 産業躍動部会 副部会長

16 登別商工会議所 鈴木 高士 産業躍動部会

17 登別商工会議所青年部 齋藤 裕一 産業躍動部会

18 伊達市農業協同組合 近井 一夫 産業躍動部会

19 いぶり中央漁業協同組合 宮下 裕次 産業躍動部会

20 登別消費者協会 山田 則子 産業躍動部会

21 のぼりべつ元鬼協議会 石川 克哉 産業躍動部会

22 学校法人片柳学園日本工学院北海道専門学校 冨永 史人 都市調和部会 部会長

23 登別管工事業協同組合 荒川 昌伸 都市調和部会 副部会長

24 登別建設協会 寺崎 健二 都市調和部会
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25 登別測量協会 千葉 茂 都市調和部会

26 登別市連合町内会 工藤 保秋 都市調和部会

27 一般公募 鈴木 雄登 都市調和部会

28 一般公募 西尾 拓也 都市調和部会

29 登別市校長会 大熊 龍也 育み部会
部会長(R6)
※R6 年度まで

30 登別市校長会 永瀧 幸治 育み部会
副部会長(R6)

※R6 年度まで

31 登別市校長会 毛利 憲二 育み部会 ※R7 年度より

32 登別市校長会 平石 崇広 育み部会
副部会長(R7)

※R7 年度より

33 登別市文化協会 大坂 倫一 育み部会

34 登別市スポーツ協会 磯田 大治 育み部会 部会長(R7)

35 登別市子ども会育成連絡協議会 佐藤 文子 育み部会

36 登別市 PTA 連合会 大川 和徳 育み部会

37 のぼりべつの図書館を考える会 合田 美津子 育み部会

38 一般公募 松山 哲男 育み部会

39 社会福祉法人 登別市社会福祉協議会 仲川 弘誓 育み部会 委員長

40 登別市民憲章推進協議会 山田 新一 まちづくり部会 部会長

41 登別デンマーク協会 寺山 義民 まちづくり部会 副部会長

42 登別市連合町内会 鳴海 文昭 まちづくり部会

43 のぼりべつ国際交流会 山口 賢治 まちづくり部会

44 一般社団法人登別室蘭青年会議所 佐久間 将之 まちづくり部会

45 特定非営利活動法人 ライフサポート 川人 文男 まちづくり部会

46 登別商工会議所青年部 伊藤 雅章 まちづくり部会
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５ 登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会設置要綱

（設置）

第１条 登別市総合計画第４期基本計画（以下「基本計画」という。）を市民参画の

もと協働で策定するため、登別市総合計画第４期基本計画庁内検討委員会（以下

「委員会」という。）を設置する。

（所掌事項）

第２条 委員会は、基本計画素案を作成し、市民と協働により基本計画（案）を策

定する。

（委員会の構成）

第３条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

２ 委員長は副市長をもって充て、副委員長は総務部長をもって充てる。

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

４ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときその職務を代理する。

５ 委員は、別表第１の職にある者をもって充てる。

（委員会）

第４条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

（部会）

第５条 委員会に、基本計画の原案の調査及び審議をさせるため、次の各号に掲げ

る部会を置く。

（１）ぬくもり部会

（２）防災・環境部会

（３）産業躍動部会

（４）都市調和部会

（５）育み部会

（６）まちづくり部会

２ 部会は、前項各号に掲げる部会の区分に応じ、別表第２に掲げる事項をそれぞ

れ所管するものとする。

３ 部会員は、別表第３の職にある者をもって充てる。

４ 部会の部会長及び副部会長は、別表第４の職にある者をもって充てる。

５ 部会の会議は、部会長が招集し、部会長が議長となる。

６ 部会長は部会を代表し、部会の会務を総理する。

７ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。

８ 部会長は、必要に応じて各部のグループに関係資料を提出させることができる
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ほか、部会員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

９ 部会長は、調査・審議した事項について、その結果を委員会に報告するものと

する。

１０ 部会長及び副部会長は、調査・審議した事項について、「登別市総合計画第４

期基本計画市民検討委員会」の部会に参加し、説明及び意見交換するものとする。

（事務局）

第６条 事務局は、総務部企画調整グループに置き、委員会と各部会との連絡調整

を行う。

（補足）

第７条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に必要な事項は委員長が委員

会に諮って定める。

附 則

この要綱は、令和６年３月２９日から施行する。

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

この要綱は、令和７年４月１日から施行する。



- 153 -

別表第１

別表第２

委 員

・副市長

・総務部長

・総務部参与

・市民生活部長

・保健福祉部長

・観光経済部長

・都市整備部長

・教育部長

・教育部参与

・消防長

部 会 名 所 掌 事 務

ぬくもり部会

・児童福祉に関すること。

・保健に関すること。

・医療に関すること。

・地域福祉に関すること。

・高齢者福祉に関すること。

・障がい者福祉に関すること。

・男女共同参画に関すること。

・その他基本計画第１章全般に関すること。

防災・環境部会

・環境保全に関すること。

・廃棄物等に関すること。

・生活排水に関すること。

・自然環境に関すること。

・防災に関すること。

・防犯に関すること。

・葬斎場・墓地に関すること。

・治山・治水に関すること。

・消防活動に関すること。

・交通安全に関すること。
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・市民相談に関すること。

・消費生活に関すること。

・その他市民生活全般に関すること。

・その他基本計画第２章全般に関すること。

産業躍動部会

・観光に関すること。

・産業の活性化に関すること。

・企業誘致に関すること。

・労働に関すること。

・農業に関すること。

・漁業に関すること。

・エネルギーに関すること。

・その他産業全般に関すること。

・その他基本計画第３章全般に関すること。

都市調和部会

・都市空間に関すること。

・公園・緑地に関すること。

・水に関すること。

・住宅に関すること。

・交通に関すること。

・その他基本計画第４章全般に関すること。

育み部会

・生涯学習に関すること。

・学校教育に関すること。

・社会教育に関すること。

・芸術・文化・歴史・スポーツに関すること。

・青少年に関すること。

・図書館に関すること。

・アイヌ文化に関すること。

・その他基本計画第５章全般に関すること。

まちづくり部会

・総合計画全般に関すること。

・協働に関すること。

・情報に関すること。

・国際交流に関すること。

・移住に関すること。

・まちづくり全般に関すること。

・財政に関すること。

・広域行政に関すること。
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別表第３

・地方分権に関すること。

・民間活力に関すること。

・その他他の部会に属さないこと。

・その他基本計画第６章全般に関すること。

部 会 名 部 会 員

ぬくもり部会

市民生活部
・市民協働グループ総括主幹

・市民協働グループ交通・市民生活主幹

保健福祉部

・次長（社会福祉グループ等所管次長）

・次長（健康推進グループ等所管次長）

・社会福祉グループ総括主幹

・生活支援グループ総括主幹

・こども育成グループ総括主幹

・こども家庭グループ総括主幹

・こども家庭センター長

・こども家庭センターこども家庭主幹

・障がい福祉グループ総括主幹

・健康推進グループ総括主幹

・高齢・介護グループ総括主幹

・高齢・介護グループ高齢・介護主幹

・国民健康保険グループ総括主幹

・年金・長寿医療グループ総括主幹

・健康長寿グループ総括主幹

・健康長寿グループ健康長寿主幹

観光経済部 ・商工労政グループ総括主幹

教育部

・社会教育グループ総括主幹

・社会教育グループ地域クラブ活動推進主幹

・社会教育グループ文化・文化財主幹

消防
・消防次長・総務グループ総括主幹事務取扱

・警備グループ総括主幹

防災・環境部会 総務部

・参事

・次長（総務グループ等所管次長）

・総務グループ総括主幹

・総務グループ防災主幹
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市民生活部

・市民協働グループ総括主幹

・市民協働グループ交通・市民生活主幹

・環境対策室長・環境対策グループ総括主幹

事務取扱

・環境対策グループ環境生活主幹

保健福祉部 ・社会福祉グループ総括主幹

観光経済部 ・農林水産グループ総括主幹

都市整備部

・都市政策グループ総括主幹

・都市政策グループ都市政策主幹

・土木・公園グループ総括主幹

・土木・公園グループ施設維持主幹

・土木・公園グループ公園主幹

・下水道グループ総括主幹

・下水道グループ工事計画主幹

教育部

・社会教育グループ総括主幹

・社会教育グループ地域クラブ活動推進主幹

・社会教育グループ文化・文化財主幹

消防
・消防次長・総務グループ総括主幹事務取扱

・警備グループ総括主幹

産業躍動部会

総務部
・総務グループ総括主幹

・総務グループ防災主幹

観光経済部

・次長

・商工労政グループ総括主幹

・農林水産グループ総括主幹

・観光振興グループ総括主幹

都市整備部
・都市政策グループ総括主幹

・都市政策グループ都市政策主幹

都市調和部会

総務部
・契約・管財グループ総括主幹

・契約・管財グループ検査管財主幹

市民生活部
・市民協働グループ総括主幹

・市民協働グループ交通・市民生活主幹

都市整備部

・次長（土木・公園グループ等所管次長）

・次長（都市政策グループ等所管次長）

・都市政策グループ総括主幹

・都市政策グループ都市政策主幹
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・建築住宅グループ総括主幹

・建築住宅グループ建築指導・市営住宅主幹

・土木・公園グループ総括主幹

・土木・公園グループ施設維持主幹

・土木・公園グループ公園主幹

・水道グループ総括主幹

・水道グループ工事計画主幹

・水道グループ施設管理主幹

育み部会

総務部
・総務グループ総括主幹

・総務グループ防災主幹

保健福祉部 ・社会福祉グループ総括主幹

教育部

・次長

・総務グループ総括主幹

・総務グループ建築主幹

・学校教育グループ総括主幹

・学校教育グループ学務主幹

・学校給食センター長

・社会教育グループ総括主幹

・社会教育グループ地域クラブ活動推進主幹

・社会教育グループ文化・文化財主幹

・図書館長

まちづくり部会 総務部

・次長（企画調整グループ等所管次長）

・ＤＸ推進室長

・総務グループ総括主幹

・総務グループ防災主幹

・秘書広報グループ総括主幹

・秘書広報グループ秘書主幹

・契約・管財グループ総括主幹

・契約・管財グループ検査管財主幹

・人事グループ総括主幹

・企画調整グループ総括主幹

・財政グループ総括主幹

・ＤＸ推進グループ総括主幹

・本庁舎整備推進グループ総括主幹

・本庁舎整備推進グループ建築主幹
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別表第４

市民生活部

・次長

・市民協働グループ総括主幹

・市民協働グループ交通・市民生活主幹

・市民サービスグループ総括主幹

・税務グループ総括主幹

都市整備部

・土木・公園グループ総括主幹

・土木・公園グループ施設維持主幹

・土木・公園グループ公園主幹

部 会 名 部会長 副部会長

ぬくもり部会
・保健福祉部次長（社会福祉グ

ループ等所管次長）

・保健福祉部社会福祉グループ

総括主幹

防災・環境部会
・総務部次長（総務グループ等

所管次長）

・総務部総務グループ総括主

幹

産業躍動部会 ・観光経済部次長
・観光経済部商工労政グループ

総括主幹

都市調和部会
・都市整備部次長（土木・公園

グループ等所管次長）

・都市整備部都市政策グループ

総括主幹

育み部会 ・教育部次長
・教育部社会教育グループ総括

主幹

まちづくり部会 ・市民生活部次長
・市民生活部市民協働グループ

総括主幹


